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市民の目ﾌｫｰﾗﾑ北海道の活動は、カンパで支えられています。

２月１０日に「市民の目フォーラム北海道」が発足しました。こ

の活動を幅広くかつ息長く続けていくための趣旨にご賛同とカ

ンパにご協力いただきありがとうございました。今後とも皆様の

期待に応えるようキメ細かな情報発信を心がけますので、変わら

ぬご支援・ご協力をお願い致します。

「市民の目フォーラム北海道」設立趣旨

　昨年は、またもや県庁の裏金疑惑が発覚、知事や市長が官製談

合で刑事責任を追及されるなど、官の腐敗は目を覆うばかりです。

権力は腐敗すると言われますが、最大の権力機関である警察でも

北海道警察をはじめ 17 都道府県警察で裏金疑惑が発覚しました。

この警察による組織的な犯罪は、厚いベールに阻まれその全貌は

明らかになりませんでした。組織のトップが刑事責任を追及され

ることもありませんでした。そして、今では市民の記憶からも消

え去り、警察の裏金問題はうやむやのうちに風化しようとしてい

ます。私たち市民は、この問題をどう考えるべきなのでしょうか。 

警察は、私たち市民にとってなくてはならない存在であることは

間違いありません。警察官には、市民の安全を守るため事件事故

の捜査や犯人の逮捕、交通の取締りといった強い権限が与えられ

ています。警察の腐敗とそれを隠そうとする隠蔽体質は、当然、現

場の警察官のモラルの低下を招きます。警察官等による犯罪の続

発、怠慢捜査への批判、検挙率の低下、誤認逮捕等の人権侵害、こ

うした警察の様々な問題もこのことと決して無関係ではありま

せん。私たちは、一人ひとりの警察官が、悪いことは悪いと自由に

物が言え、働く者としての権利が保障されなければならないと考

えます。また、私たち市民は、私たちの代表であるはずの知事、議

会、公安委員会、監査委員が、警察権力の前では無力なことを思い

知りました。加えて、権力を監視することを根源的な使命だと標

榜するマスメディアもその例外ではありません。そして、長年の

警察腐敗を見逃してきた責任の一端は私たち市民にもあるはず

です。こうした警察とそれを取り巻く現状は変えなければなりま

せん。そのためには、一人ひとりの市民が日ごろから警察の様々

な問題に関心を持ち、警察を直接管理している公安委員会や公安

委員の選任、警察予算の編成や執行をチエックする知事、議会、監

査委員に対して、警察が変わっていけるように必要な提言や働き

かけを行うこと以外に残された道はありません。警察も、いたず

らに市民に背を向けるのではなく、市民に正しい情報を公開し、

誤りは誤りとして認め、批判を率直に受け入れる開かれた警察に

生まれ変わる必要があります。「市民の目フォーラム北海道」は、

警察の様々な問題に関心のある幅広い市民が集まり、警察に関す

る情報や意見を交換し、真に市民のための開かれた警察の実現に

取り組んで行こうとするものです。市民の皆さん、警察は市民の

安全を守るためにだけ存在する機関です。警察の問題をタブー視

しないで、私たち市民が力をあわせて明るく民主的な警察を実現

しましょう。

これまでの主たる活動　主な内容は次の通りです。

2.20(火)統一地方選前に立候補予定者等に公開質問

問 1 北海道警察の裏金疑惑の真相は解明されたと考えますか

問２北海道議会は道民の期待に応えたと考えますか

問３会計部門の関与等は再調査が必要ではありませんか

問４長期に亘り道警不正が放置された理由は何だと思いますか

問５道警の隠蔽体質を払拭するにはどうすべきだと考えますか

問６知事は、公安委員会や警察に関する責任を果たしましたか

問７公安委員会制度の改革はどうあるべきだと考えますか

問８警察予算についてその必要性と算出根拠等を厳しくチエッ

クするべきではありませんか

問９ 警察官の処遇の改善についてどう考えますか

問 10多発する警察官の不祥事対策についてどう考えていますか

問 11国際犯罪にどう対処すべきでしょうか

2.20(火)北海道知事に情報公開請求

平成１８年度予算の執行状況、平成１９年度予算の算出の根拠等

について情報公開請求

2.20(火)道議会議長に情報公開請求

公安委員長の道議会出席状況を情報公開請求

2.27(火)北海道公安委員会に情報公開請求

平成１３年から平成１８年までの間に、北海道公安委員会（方面

公安委員会を含む。以下同じ。）が警察法に基づき

① 監 察 指 示 を し た 件 数 及 び 内 容

② 北 海道警 察本部長 から 報告を受けた 件数及び内容

③苦情の申出を受けた件数と内容及びその処理結果を申出者に

通知した件数と内容通知した件数と内容

④支払われた報酬総額と公安委員会運営に要したこれ以外の経

費の総額

⑤道路交通法等各法令に基づき行った聴聞の法令別件数

⑥ 道公安委員長の道議会本会議と関係委員会出席の回数

⑦道警本部総務部総務課公安委員会補佐室と各方面本部警務課

の方面公安委員会補佐の階級別勤務体制

3. 5(月)叙勲申請再開を要望

外部からは一体と見える警察組織も、内部では警部以上の幹部と

警部補以下の現場の警察官とに二分化された実態がある。在職中
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には、幹部に命じられるままに裏金作りに従事し退職後は、幹部

と一蓮托生で叙勲の途も閉ざされる。在職中も退職後も自由に物

言えぬ現場の警察官の悲鳴にも似た声が市民の目フォーラム北

海道の相談 BOX に寄せられた。このため道警察本部長と警察Ｏ

Ｂ警察の団体北海道警友会会長に対して在職中に下積みで苦労

をした警察職員について早急に叙勲推薦を再開するように文書

で要望。　

3.10(土)市民の目ﾌｫｰﾗﾑ北海道 inはこだての開催

「サンリフレ函館」で開催。原田代表が「道警の裏金問題から見え

てくるもの」と題して１時間 30分の講演。会場には約 50名の市

民が集まり原田代表の話に熱心に聞き入る。マスメディアもテレ

ビ局２社、新聞社３社の取材と盛況。同代表は①警察の裏金問題

とは②警察の裏金システムが生き残ったのはなぜか③警察神話

は崩壊したか④「市民の目フォーラム北海道」の目指すところの

４テーマについて分かり易く講演した。

3.13(火)警察刷新に関する質問書集約結果記者会見

原田宏二代表と市川守弘弁護士が北海道庁で『警察刷新に関する

質問書』の集約結果を記者会見発表。今年４月の北海道知事選立

候補予定者や道議会各会派へ「道警不正経理問題」等１１項目に

ついて質問書を送付して回答を求めたもの。質問内容や回答結果

については紙面の都合上省略するが、席上、原田代表は、統一地

方選挙を前に「３年も経つと(問題は)風化してしまうが、知事、

議会がどういう対応をしたか思い出して欲しい」と訴えた。

3 19(月) シンポジウム開催

東京の「神保町フォーラム」、「道警不正問題を徹底解明し、信頼回

復を求める道民の会」と共催してシンポジウムを開催。テーマは

「広がる警察の腐敗　裏金から警官犯罪まで」。パネラーは大谷昭

宏、宮崎学、魚住昭、石坂啓、原田宏二、司会は市川守弘弁護士が担

当。約２５０名の市民が参加。

3.26(月)北海道知事に再度「公文書開示請求」

２月２０日の知事に対する公文書開示請求は、一部公文書が存在

しない旨の通知あり、他は不十分ながらも開示された。しかし捜

査用報償費は、金額が示されているだけで積算内訳は記載がない。

更に捜査用報償費は、平成１５～１９年度まで不自然な増減を繰

り返していることが判明。３月２６日再び公文書開示請求。

ホームページ掲載状況

3.13(火)道新裁判で道警ＯＢが多数傍聴

元道警総務部長佐々木友善氏が、道新、旬報社、講談社、

道新記者２人を相手取り名誉毀損を理由とする慰謝料等

を求めている事件の第４回口頭弁論（道新裁判）が、３

月１９日札幌地裁で審理。今回の口頭弁論では、ジャーナ

リストの大谷昭宏氏と作家の宮崎学氏が昨年８月１日に

裁判所に申し出ていた被告高田昌幸、佐藤一を補助するた

めの訴訟参加の申し出が認められるか注目されていたが、今回も

裁判官は判示しなかった。口頭弁論には原告側の代理人１人、被

告側代理人７人のほか被告の佐藤一記者が出席。原告の元道警総

務部長の佐々木友善氏は、いつものようになぜか傍聴席に着席。

傍聴席には、補助参加を申し出た大谷昭宏と宮崎学の両氏のほか

「市民の目フォーラム」の原田宏二代表など会員数人の顔も。これ

までの口頭弁論と違い、約５０席の傍聴人席はほぼ満席。その半

数以上が道警ＯＢ。これは過去３回にはみられなかった現象で、

裁判に大谷昭宏氏と宮崎学氏が補助参加を申し出たことと無関

係ではないと思う。原告側が、裁判の行方に危機感を持ち始めた

表れではないかと思われる。

3.24(土)道警にもヤクザ以下？の警察官がいた

２１日付の道新朝刊に「しつこい警官、あきれた同僚」という記

事が掲載。ＮＨＫテレビも終日このニュースを報じた。記事の内

容は「釧路署の３０歳代の男性巡査が非番日に、釧路市内の携帯

電話販売店で商品の交換をめぐりトラブル。怒鳴りながら５時間

以上も店に居座っていた。～中略～営業終了の午後７時が迫って

も巡査が居座っていため、店は交番に通報。警官３人が来たが、

うち２人は巡査と親しげに話し、店側の話を聞こうとしなかっ

た」これが事実だとすると、まるでヤクザまがいの行為だ。いや

ヤクザでも今はこんなバカげたことはしない。記事のような「し

つこい」という話ではない。場合によっては脅迫、威力妨害、恐

喝未遂等の犯罪行為の疑いもある。しかも通報で駆けつけた警察

官もそうした対応をしようとした形跡もないようだ。同僚である

ことを隠そうとさえしたという。裏金問題で上層部がやった隠蔽

を現場でも実行したのか。

3.29(木)今度は女性警察官が万引き！

３月中旬に札幌中央署の女性察官が、靴下や衣類等計８点

13,000円相当を盗もうとし警備員に見つかった。同人が品を買

取り謝罪し被害届は出されていない。（3.29 道新朝刊）警察の隠

蔽体質と身内に甘い体質は今に始まったことではない。道警は、

平成１５年末に発覚した裏金問題で平成１６年１２月、約 3,000

人を超える警察官等を処分した。裏金問題の最高責任者の芦刈勝

治道警本部長に対する処分は「訓戒」つまり裏金問題は警察にと

っては、とるに足らない軽微な規律違反だったというわけだ。キ

ャリア官僚が責任をとらないものだというのが、世の中の定説だ

が最高責任者が責任をとらない警察組織では、部下の不祥事に対

しても甘い処分になるのは当然である。隠蔽体質と身内に甘い体

質こそ警察腐敗の最大の要因である。不祥事のたびに、道警の監

察官室長等が「警察官としてあるまじき行為だ。道民の信頼を裏

切ったことに深くお詫びする。事実関係を調査して厳正に処分す

るとともに再発防止に努めたい」と深々と頭を下げるシーンは、

いかにも空々しい猿芝居に見える。【今後の情報発信に乞うご期待】


